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市
役
所
か
ら

各
施
設
の
臨
時
休
館

■
尾
崎
国
民
健
康
保
険
診
療
所

期
日　
9
月
1
日
㈬
・
24
日
㈮
・
27
日
㈪

問　
尾
崎
国
民
健
康
保
険
診
療
所

℡
７
６
‐
０
０
０
９

■
ユ
ー
セ
ン
タ
ー
総
和

期
日　
９
月
５
日
㈰

問　
ユ
ー
セ
ン
タ
ー
総
和

℡
３
１
‐
３
２
１
１

■
中
央
公
民
館
・
と
ね
ミ
ド
リ
館
・

ユ
ー
セ
ン
タ
ー
総
和
・
つ
つ
み
公
民
館

の
図
書
室

期
間　
9
月
6
日
㈪
～
17
日
㈮

問　
中
央
公
民
館
℡
9
２
‐
４
５
０
１

と
ね
ミ
ド
リ
館
℡
９
２
‐
４
０
０
０

ユ
ー
セ
ン
タ
ー
総
和
℡
３
１
‐

３
２
１
１

つ
つ
み
公
民
館
℡
９
８
‐
５
５
３
０

■
古
河
福
祉
の
森
診
療
所

期
日　
9
月
10
日
㈮
・
17
日
㈮

問　
古
河
福
祉
の
森
診
療
所

℡
４
８
‐
６
５
２
１

■
古
河
福
祉
の
森
会
館

期
日　
９
月
11
日
㈯
・
25
日
㈯

問　

健
康
づ
く
り
課

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

交
付
の
た
め
休
日
開
庁
し
ま
す

　
交
付
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
書
類
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
の
サ
ポ
ー

ト
も
行
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　

期
日
・
場
所　

①
10
月
3
日
㈰
：

市
民
総
合
窓
口
室

②
10
月
10
日
㈰
：

市
民
総
合
窓
口
室

③
10
月
24
日
㈰
：

市
民
総
合
窓
口
課

受
付
時
間　
８
時
30
分
～
11
時
30
分
、

13
時
～
17
時

※
指
定
場
所
以
外
で
の
交
付
を
希
望
す

る
場
合
は
、
①
9
月
29
日
㈬
②
10
月
6

日
㈬
③
10
月
20
日
㈬
ま
で
に
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

問　

市
民
総
合
窓
口
課

国
民
年
金
に
は
障
が
い
へ
の

保
障
が
あ
り
ま
す

　
国
民
年
金
加
入
中
に
初
診
日
の
あ
る

病
気
や
け
が
で
、
国
民
年
金
法
で
定
め

ら
れ
た
1
・
2
級
の
障
が
い
の
状
態

(

障
害
者
手
帳
の
等
級
と
は
異
な
り
ま

す)

に
あ
る
間
は
、
障
害
基
礎
年
金
が

支
給
さ
れ
ま
す
。

問　

国
保
年
金
課
、
下
館
年
金
事
務

所
℡
０
２
９
６
‐
２
５
‐
０
８
２
９

イベント等については、新型コロナウイルスの影響により中止になる場合があります

で
、
必
ず
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

期
間　
9
月
22
日
㈬
～
11
月
17
日
㈬

場
所　
市
内
小
学
校

対
象　
平
成
27
年
4
月
2
日
～
平
成
28

年
4
月
1
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人

問　

教
育
総
務
課

施
設
等
利
用
費
請
求
の

期
限
に
つ
い
て

　
施
設
等
利
用
給
付
の
認
定
者
で
、
預

か
り
保
育
・
施
設
利
用
・
一
時
預
か

り
・
認
可
外
保
育
施
設
等
を
利
用
し
た

場
合
の
利
用
料
の
請
求
に
は
期
限
が
あ

り
ま
す
。
請
求
可
能
期
間
は
、
利
用
日

の
翌
月
1
日
か
ら
2
年
間
で
す
。
お
手

元
の
領
収
証
の
利
用
月
を
ご
確
認
い
た

だ
き
、
請
求
漏
れ
が
な
い
よ
う
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

問　

子
ど
も
福
祉
課

は
か
り(

計
量
器)

の
定
期
検
査
に

向
け
た
事
前
調
査　

　
商
店
、
工
場
、
事
務
所
等
で
業
務
に

使
用
し
て
い
る
は
か
り(

計
量
器)

は
、

計
量
法
に
基
づ
き
2
年
ご
と
に
定
期
検

査
が
必
要
で
す
。
前
回
の
定
期
検
査
を

受
け
て
い
な
い
場
合
や
廃
業
等
で
は
か

り
の
使
用
を
や
め
た
場
合
は
9
月
22
日

㈬
ま
で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
定
期
検

(

予
告)

令
和
4
年
度
保
育
所
等
の

入
所
受
け
付
け

　
令
和
4
年
度
の
2
・
3
号
認
定
子
ど

も(

保
育
所
等
で
の
保
育
を
希
望
す
る

子
ど
も)

の
入
所
受
付
開
始
日
や
手
続

き
な
ど
の
詳
細
は
「
広
報
古
河
10
月
号

お
知
ら
せ
ペ
ー
ジ
」
に
掲
載
し
ま
す
。

問　

子
ど
も
福
祉
課

令
和
4
年
度
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど

も
園
の
入
園
受
け
付
け

　
令
和
4
年
度
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も

園
の
1
号
認
定
子
ど
も(

満
3
歳
以
上

で
、
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園
で
の
教

育
を
希
望
す
る
子
ど
も)

の
入
園
願
書

受
け
付
け
を
開
始
し
ま
す
。

受
付
開
始
日　
10
月
1
日
㈮

※
受
付
方
法
等
は
、
市
内
幼
稚
園(

４

カ
所)

・
認
定
こ
ど
も
園(

15
カ
所)

へ

直
接
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る

「
乳
幼
児
の
た
め
の
古
河
市
教
育
・
保

育
施
設
等
ガ
イ
ド
」
も
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問　

子
ど
も
福
祉
課

就
学
予
定
児
童
の
健
康
診
断

　
来
年
度
就
学
予
定
児
童
の
健
康
診
断

を
行
い
ま
す
。
対
象
者
に
は
9
月
上
旬

に
健
康
診
断
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
の

特
定
健
康
診
査
・
が
ん
検
診
の

追
加
申
し
込
み

日
時　
10
月
23
日
㈯
～
25
日
㈪
、
11
月

1
日
㈪
・
2
日
㈫

場
所　
古
河
福
祉
の
森
会
館

対
象　
市
内
在
住
の
30
歳
以
上

申
込
期
間　
10
月
１
日
㈮
～
５
日
㈫

※
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
は
大
変
混
み
あ
う

た
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
の
申
し

込
み
を
お
勧
め
し
ま
す
。

申
込
・
問　

健
康
づ
く
り
課

古
河
地
区
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の

受
付
場
所
が
変
更
に
な
り
ま
す

　
古
河
体
育
館
の
閉
鎖
に
伴
い
、
10
月

1
日
㈮
か
ら
古
河
テ
ニ
ス
場
、
古
河
市

サ
ッ
カ
ー
場
、
古
河
市
民
球
場
、
古
河

地
区
学
校
開
放
の
受
付
場
所
は
古
河
ス

ポ
ー
ツ
交
流
セ
ン
タ
ー
と
な
り
ま
す
。

問
　
古
河
ス
ポ
ー
ツ
交
流
セ
ン
タ
ー

℡
２
２
‐
３
５
０
０

サ
ン
ワ
設
計
ネ
ー
ブ
ル
パ
ー
ク

工
芸
館
予
約
方
法
の
変
更

　
全
営
業
日
で
１
人
か
ら
の
予
約
受
付

が
可
能
と
な
り
ま
す
。
詳
細
は
、
サ
ン

ワ
設
計
ネ
ー
ブ
ル
パ
ー
ク
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問　
サ
ン
ワ
設
計
ネ
ー
ブ
ル
パ
ー
ク

℡
9
２
‐
7
３
０
０

指
定
難
病
患
者
医
療
福
祉
助
成
金

　
上
半
期(

３
月
～
8
月)

分
の
申
請
を

受
け
付
け
ま
す
。

申
請
場
所　

障
が
い
福
祉
課
、

市
民
総
合
窓
口
課
、

市
民
総
合

窓
口
室

対
象　
市
内
在
住
で
、
保
健
所
で
指
定

難
病
特
定
医
療
費
受
給
者
証
の
交
付
を

受
け
、
医
療
費
の
自
己
負
担
が
あ
る
人

※
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
は
対
象
外
。

支
給
額　
指
定
難
病
特
定
医
療
費
の
自

己
負
担
額(

月
額
上
限
４
千
円)

持
参
物　
①
指
定
難
病
特
定
医
療
費
受

給
者
証(

写
し
可
、
有
効
期
間
が
申
請

月
分
の
も
の)

②
医
療
機
関
・
薬
局
が

発
行
す
る
領
収
書
［
公
費
分(

指
定
難

病
分)

の
金
額
が
分
か
る
も
の
］
③
自

己
負
担
上
限
額
管
理
票
④
認
め
印
⑤
金

融
機
関
の
通
帳(

新
規
・
変
更
の
み)

申
込
期
限　
9
月
30
日
㈭

問　

障
が
い
福
祉
課

℡
９
２
‐
４
９
１
９

査
は
11
月
上
旬
に
実
施
し
ま
す
。

問　

商
工
観
光
課

9
月
10
日
～
16
日
は

自
殺
予
防
週
間
で
す

　
自
殺
は
社
会
の
努
力
で
防
ぐ
こ
と
が

で
き
る
社
会
的
な
問
題
と
し
て
世
界
的

に
共
通
認
識
さ
れ
て
い
ま
す
。
1
人
で

抱
え
込
ま
ず
相
談
し
ま
し
ょ
う
。
ま

た
、
周
囲
の
人
が
気
付
い
て
声
を
掛
け

ま
し
ょ
う
。

問　

福
祉
推
進
課

℡
９
２
‐
５
７
７
１

雨
水
流
出
抑
制
施
設

設
置
の
お
願
い

　
降
雨
に
よ
る
浸
水
被
害
に
備
え
、
雨

水
を
地
中
に
浸
み
込
ま
せ
る
「
雨
水
浸

透
ま
す
」
や
、
雨
水
を
一
時
的
に
貯
め

る
「
雨
水
貯
留
施
設
」
等
の
設
置
に
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　

雨
水
対
策
室

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
無
料
配
布

　
こ
れ
か
ら
の
人
生
の
あ
り
方
を
考
え

る
き
っ
か
け
と
し
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

期
間　
9
月
7
日
㈫
～
30
日
㈭

配
布
場
所　

高
齢
者
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
古
河
・
総
和
・
三
和
、

市
民
総

　

合
窓
口
課
、
市
役
所
古
河
・
三
和
庁
舎

※
10
月
以
降
は
高
齢
者
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
で
配
布
。
無
く
な
り
次
第
終
了
。

問　

高
齢
者
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

総
和
℡
９
２
‐
５
９
２
０

介
護
保
険
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布

　
介
護
保
険
制
度
を
分
か
り
や
す
く
解

説
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
み
ん
な
の
介

護
保
険
」
を
作
成
し
ま
し
た
。

配
布
場
所　

高
齢
介
護
課
、

市

民
総
合
窓
口
課
、

市
民
総
合
窓
口

室問　

高
齢
介
護
課

℡
９
２
‐
４
９
２
１

　
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
変
更

(

農
振
除
外)

申
し
出
受
け
付
け

　
農
用
地
区
域
内
の
農
地
に
お
い
て
、

農
地
以
外
の
土
地
利
用
を
計
画
し
て
い

る
人
は
、
農
地
転
用
許
可
以
前
に
申
出

書
を
提
出
し
、
許
可
を
受
け
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
な
お
、
農
業
振
興
地
域
整

備
計
画
の
見
直
し
に
伴
い
、
令
和
3
年

11
月
か
ら
令
和
5
年
3
月
31
日
ま
で
受

け
付
け
を
休
止
し
ま
す
。

期
間　
10
月
1
日
㈮
～
29
日
㈮

申
込
・
問　

農
政
課


